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研究成果の概要（和文）：本研究は、ブロードバンド社会において要請される政策のあり方について分析を行っ
た。まず、ネットワーク事業者とOTT事業者の間の競争バランス問題に帰着できるネットワーク中立性問題につ
いて、わが国の産業構造を踏まえた解決提案を行い、主要な成果については英文書籍の一部としてまとめた。当
該知見を活用し、OTT事業者主導型産業構造で必要とされる競争フレームワークに必要とされる条件に関し知見
を得、同じく、英文書籍の一部として刊行予定である。

研究成果の概要（英文）：In this study, I analyzed the policies required in a broadband society. 
First, I proposed solutions to the problem of network neutrality, which can be attributed to the 
problem of balancing competition between network operators and OTT players, based on Japan's 
industrial structure, and the main outcomes were published as a book chapter in an English book. 
Moreover, based on these findings, I identified the conditions required for the competitive 
framework in an industrial structure led by OTT players. These findings will also be published as a 
book chapter in English.

研究分野： 通信経済学

キーワード： スマート社会　ブロードバンドエコシステム　OTT　ネットワーク中立性　産業政策

  ２版
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研究成果の学術的意義や社会的意義
これまでの研究成果をブックチャプターとして英文書籍に収載するとともに、TPRCといった国際会議等で報告す
ることにより、わが国のネットワーク中立性への取り組みなどに関する情報を発信した。これらにより、欧米の
産業構造や価値観のみに基づいて進められつつある国際的なルール形成を巡る議論が、わが国の独自性を反映で
きるような柔軟性をもちうる複眼的視点を持つ形に転換することを目指した。さらに、総務省の研究会等（「ネ
ットワーク中立性に関する研究会」、「ネットワーク中立性に関するワーキンググループ」など）への参画を通
じて、政策形成への貢献も行った。
 

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
情報通信技術の急速な普及を背景に、ブロードバンドインターネットはわが国の社会経済活

動の基盤システムとして機能することが期待されていた。ブロードバンドエコシステムは複数
のレイヤにより構成されるが、2000 年代においては、需要面におけるネットワーク効果と供給
面における費用の劣加法性により、ネットワーク設備を提供する事業者（ネットワーク事業者）
に一定の市場支配力が発生し、エコシステム全体における資源配分に歪みをもたらすことが懸
念されていた。これは、いわゆるネットワーク中立性問題と称されるものであり、わが国におい
ても同様の事態の発生が予想された。本件については、インターネット先進国共通の課題ではあ
ったが、わが国における検討は 2007 年段階以降、実質的な進展を見せていなかったのに対し、
欧米では、通信政策担当者・業界・アカデミアを中心に豊富な議論が蓄積されていた。特に、本
問題が最大の盛り上がりを見せた米国では、連邦通信委員会（FCC）が定めた 2015 年ルール（タ
イトルⅡ命令）により、それまでの規制緩和的アプローチからの転換が行われ、ネットワーク事
業者に対し政府による積極介入の根拠が与えられた。米国におけるこの政策転換は、欧州や日本
における関連議論に大きな影響を及ぼすことが想定された。 
一方、ブロードバンドインターネット上でさまざまなオンラインサービスを提供する事業者

（OTT 事業者）の重要性が高まりつつあった。特に、Google をはじめとするプラットフォーム
サービスを提供する OTT 事業者については、各利用者によるサービス利用や日常生活の隅々ま
で入り込んだ IoT 端末から収集される大量のデータ（ビッグデータ）を進展著しい人工知能で
分析することによって実現されるマス・カスタマイゼーションと、プラットフォームが支える多
面市場間の相互作用である間接ネットワーク効果の活用により、これまでブロードバンドエコ
システムを支配してきたネットワーク事業者に匹敵（さらにはそれを凌駕）する市場支配力を行
使できる可能性がでてきた。近未来において出現が予想される OTT 主導エコシステムにおける
資源配分の効率性・公平性を確保するために、どのような政策介入が求められるかについて、各
国における議論がその緒に就いた段階であった。 

 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は以下の二点に集約できる。 
（１）ブロードバンドインターネットの社会インフラ化およびそれに伴うネットワーク事業

者のエコシステム支配力強化を通じて、さらに深刻化の度合いを増しつつあるネットワーク中
立性問題に対し適切に対応するためのわが国の政策パッケージについて分析を行う。また、これ
までのネットワーク中立性関連の議論では明示的に禁止されることのなかった料金面での差別
的取扱いプラン（ゼロレーティング）に対する対処について、新たな政策課題として着目する。
特に、ゼロレーティングについては、既にブロードバンド普及が一巡している先進国では、既存
ネットワーク事業者による市場支配力強化策、あるいは、新規参入事業者による市場シェア拡大
策として活用されるのに対し、ブロードバンド普及途上にある発展途上国では、デジタルデバイ
ド解消対策として、未利用者への啓発目的で採用されることが多い。そのため、ゼロレーティン
グの分析においては、先進国における文脈と、途上国における文脈を区別する必要がある。 
（２）ネットワーク事業者に代わって、ブロードバンドエコシステムの主役として急速に台頭

しつつある OTT 事業者に対し、資源配分効率性・公平性の確保の観点から要請される政策介入
方法のデザインに必要な基礎的知見の蓄積を行う。 
 
 
３．研究の方法 
 
先行研究における議論において、ネットワーク中立性に適切に対処するための政策オプショ

ンについては、直面する産業構造に応じて異なるデザインであるべきことが想定されていたた
め、基本的なアプローチとしては、欧米とわが国との制度比較による欠損部分の補完をベースと
しつつも、わが国に存在する独特な産業構造とその変化を加味した政策デザインを試みる。 
また、ゼロレーティングについては、欧米を中心に展開されている議論を参考とするものの、

導入されてまだ日が浅いため、産業構造や市場環境の特異性を考慮した結論を導くための実証
データが不足している。そのため、本研究課題（特に先進国におけるゼロレーティングの分析）
においては、仮想市場法を活用し、わが国における当該サービスのインパクトについて実証的な
データを収集し、政策提言の構築を試みる。 
一方、OTT 事業についての研究に関しては、具体的な市場支配力濫用問題に直面している先

進各国の状況を分析しつつ、わが国の既存法制における対応可能性や、欠損部分の補充方法につ
いて検討を行う。本目的に関しては、ミクロ経済分析を支える実証データの入手可能性が見込め



ないことから、文献調査および理論調査を主たる研究方法として想定する。 
 
 
４．研究成果 
 
ネット中立性に係る議論は、ケーブルモデムサービスの法的地位を巡って争われた米国

Portland における訴訟（2000 年）が嚆矢である。その後、Wu（2003）が、インターネットサ
ービスプロバイダー（ISP）機能と垂直統合している巨大ケーブル事業者の市場支配力濫用行為
が米国テレコム政策が対処すべき喫緊の課題だと指摘したことを契機として、主としてブロー
ドバンド先進国において、政策担当者・学術界・業界団体・各種市民団体を巻き込む大きな議論
へと発展した。 
ネット中立性については、ISP によるインターネット通信の公平・中立的な取扱いを意味する

概念として、関係者の間では緩やかな共通理解が存在する。しかし、その理論的本質は、ブロー
ドバンドエコシステムの進化に伴って大きな変化を遂げ、比較的単純なネットワーク容量を巡
る寡占市場下の資源配分問題から、産業全体を視野にいれた適切な競争政策デザインの問題へ
と変質している。この背景には、急速な情報通信技術の進歩がネットワーク資源の供給制約を緩
和させたこと、ネットワーク事業者間の統合が進展したこと、プラットフォーム機能を提供する
OTT 事業者（プラットフォーム事業者）の市場支配が強固になってきたこと、などが影響して
いる。加えて、ブロードバンドが社会経済の情報インフラとしての役割を増し、多様な意見表明
を支える重要なメディアとなり、巨大 ISP や巨大プラットフォーム事業者が民主主義を歪める
可能性が懸念されるに至っている。そのため、今日では、ネット中立性が対処すべき論点に、表
現の自由をはじめとする非経済的な価値が追加される場合もある。 

そのため、本問題への対処にあたっては、念頭におかれているネット中立性に含まれる論点
や、背景となっているブロードバンドエコシステムの状況に応じて、適切な政策パッケージをデ
ザインすることが求められる。したがって、本研究ではまず、議論が最も進んでいる米国の状況
を、各種文献調査と有識者へのヒアリングによって整理した（図１）。（なお、2020 年 1 月の政
権変更により、さらなる政策変更が予期されているため、図１については近未来において追加・
修正が不可避である。）加えて、同時期にルール作りの検討が進んでいた欧州の状況も視野に入
れつつ、日本の状況に適合した最適制度設計に関する分析を行った。 

利用者アンケートをベースとした実証分析を加味した検討の結果、巨大な固定ネットワーク
事業者への非対称規制が十分に機能しているわが国では、少なくとも固定ブロードバンドが主
な利用形態である段階では、既存法を柔軟に適用することでネット中立性問題への対処が十分
に可能であったことを明らかにした。しかしながら、より緩やかな規制に服するモバイルネット
ワークについては、寡占市場がもたらす弊害が予想されることから、規制が不可避であるという
結論に至った。ただし、市場の発展可能性の観点から、政府介入は、競争政策の展開による市場
構造の転換を基本目標とし、巨大 ISP に対する行為規制は最小限の導入にとどめ、新規制の導



入による各種の不確実性を抑制するため、共同規制の要素を入れるべきことを提言した。共同規
制が実効的に機能するために必要な一般利用者の基礎的リテラシーの改善も提言内容の重要な
一部を成している。 
本件に関する資料や提言は、総務省の「ネットワーク中立性に関する研究会」で示し、2019 年

4 月にまとめられた中間報告書（https://www.soumu.go.jp/main_content/000613654.pdf）に反
映され、政策形成に対する一定の貢献となっている。 

 
特定コンテンツやアプリケーションについて月間のデータ利用量制約の対象から除外するゼ

ロレーティング（わが国での呼称はカウントフリー）については、巨大 ISP に追加的な競争優
位性を与え、隣接するコンテンツ・アプリケーション市場の競争を歪めることを通じて、ブロー
ドバンドエコシステム全体の資源配分効率性に重大な損害を与えるものとして、欧米などでは
否定的な見解が根強いサービスと考えられている。本研究では、ミクロレベルの実証データを用
い、ゼロレーティングがわが国市場に及ぼす影響について計量分析を行った。 
その結果、（１）アンケート調査時点において一定数の事業者がゼロレーティングを既に提供

し、各種周知広報を実施していたにもかかわらず、利用者の認知は乏しいこと、（２）ゼロレー
ティングの提供はブロードバンド利用者にプラスの純便益をもたらすため、認知を得た利用者
については他のサービスからの乗り換えが一定程度期待できること、しかしながら、（３）ゼロ
レーティングの需要吸引力は事業者選択の変更を強いるほどの水準にはなく、事業者間シェア
の変動を単独で実現することは期待できないこと、が明らかとなった。これらは、欧米における
懸念が（少なくともアンケート調査時点では）わが国には該当しないことを強く示唆する結果で
ある。 
これら結果を踏まえると、競争メカニズムを通じてブロードバンドエコシステム全体の資源

配分効率性を改善しようとする立場からは、具体的な被害が発生する蓋然性が観察されるまで
は、中小ネットワーク事業者にはゼロレーティングの活用を許容することで、少しでも寡占事業
者への競争圧力を高めることが重要であるという政策提言が支持される。この提言については、
総務省で開催された「ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ」で取
り上げられ、2020 年 3 月にまとめられた「ゼロレーティングサービスの提供に係る電気通信事
業法の適用に関するガイドライン」（https://www.soumu.go.jp/main_content/000678277.pdf）
に反映され、現実に適用されている。 

 
発展が著しい OTT 事業者、とりわけ、プラットフォーム事業者のもたらす影響に関して競争

政策上もっとも問題となるのは、プラットフォーム事業者が二面市場の活用を前提としたビジ
ネスモデルを持つ点にある。そのため、伝統的な競争政策のツールでは、問題点の分析や、それ
に対する対処が困難となっている。具体的には、（１）特定財・サービスに関する市場画定を分
析のスタート地点とする伝統的手法が適用できないこと、（２）ゼロあるいはマイナスの価格設
定が多用されるために、市場シェアについてのデータが入手困難であること、が障害となる。 
さらに、OTT 事業者の生産インフラがインターネット上に配置されており、ビジネスモデル

が本質的にボーダレスであるため、regulatory haven（規制回避地）の成立を抑制して規律付け
を達成するためには、国際的なハーモナイゼーションが必要である。本論点については、議論が
先行している欧米の状況を参考に、現在の議論動向を整理した。 
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